
 

 

令和６年度１月定例記者会見 次第 

日時：１月 24 日（金）13 時 30 分  

会場：糸島市役所 庁議室  

【出席者】  

〔伊都国記者会〕朝日新聞社、糸島新聞社、西日本新聞社、毎日新聞社、  

読売新聞社、ＮＨＫ福岡放送局、時事通信社  

〔糸島市〕   市長、副市長、教育長、関係課（下記参照）  

 

 

１ 市長あいさつ                   

 

 

 

２ 案件  

①令和７年糸島市議会第１回臨時会提出議案に

ついて  

 
総務課  

②令和６年度補正予算（令和７年第１回臨時会）

の概要について  

 
財政課  

③カスタマーハラスメント職員研修を開催  

 【市長発表】  

市税等収納向上対策

推進本部  

 

 

３ 懇談・その他  

 

 

 

 

 

 

  ■次回定例記者会見の開催日時（予定） 

日時：２月 20 日（木）13 時 30 分～  

場所：糸島市役所  庁議室  
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令和７年糸島市議会第１回臨時会提出議案について 

 

☆ １月２８日に開会予定の糸島市議会第１回臨時会に付議する議案を、２１日に送付いた

しました。 

☆ 案件といたしましては、議案第１号「糸島市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部

を改正する条例について」及び議案第２号「令和６年度糸島市一般会計補正予算（第８号）」

の２議案のほか、報告１件を提案させていただくこととしております。 

 

※提出議案 ２件 

◇ 条例議案〔１件〕【一部改正条例１件】 

糸島市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

◇ 補正予算〔１件〕 

令和６年度糸島市一般会計補正予算（第８号） 

  

 ※報告   １件 

◇ 議会の委任による専決処分について（市が管理するテントの飛来による建物破損事故の損

害賠償及び和解） 

 

 

 

☆ 議案の内容といたしましては、 

 

●条例議案（１件） 

 

〔一部改正（１件）〕 

【総務課】 

議案第１号 糸島市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について 

 ※ 国の特別職の職員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、条例を改正するもの。 

 

●補正予算（１件） 

 

【財政課】 

議案第２号 令和６年度糸島市一般会計補正予算（第８号） 

※ 今回の補正：5億 4,752万 5千円を追加し、予算総額 493億 6,104万円とする。 

【別途財政課作成資料あり】 

 

 

定例記者会見資料 

令和７年１月２４日（金） 

総務部総務課 
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●報告（１件） 

 

【学校教育課】 

報告第１号 議会の委任による専決処分について（市が管理するテントの飛来による建物破損事

故の損害賠償及び和解） 

※ 市が管理するテントの飛来による建物破損事故の損害賠償及び和解について、地方自治法

第１８０条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の規定により、議会に報告

するもの。 

[事故の概要] 

糸島市立二丈中学校校庭に設置した市が管理するテントが強風により飛び、相手方が所有

する建物の窓ガラス、網戸、雨樋及び壁の一部を破損させた。 

過失割合 市 １００％ 相手方 ０％  損害賠償額 ３３１，１００円 

 

 

 

 

 
◆問合せ先 

  総務部 総務課 （担当：藤嶋） 

  ＴＥＬ  ３２３－１１１１（代表） 内線１２１０ 

       ３３２－２１００（直通） 
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■一般会計補正予算（第８号） 

補  正  額   5億4,752万5千円の追加 

補正後予算総額  493億6,104万円 

 

今回の補正予算は、主として、国の令和６年度補正予算（第１号）の成立に伴い、

足元の物価高に対するきめ細かい対応として、低所得世帯向けの給付金の給付や事業

所向けの電気代等の一部を支援するとともに、国の特別職の職員の給与に関する法律

の改正に伴い、議会の議員及び市長等の期末手当等を増額するための予算を計上しま

す。 

  財源は、国県支出金及び繰入金で対応することとしています。 

 

＜補正予算に係る事業＞                 （  ）は、所管課 

【歳出】 

各款合計 

◆ 人件費                             70万9千円 

〇国の特別職の職員の給与に関する法律の改正に伴い、議会の議員及び市長等の人件費を増

額します。                           （議事課、総務課） 

 

 

３款 民生費 

◆Ｐ10～11 その他障害者福祉費（障害者福祉施設等物価高騰対策支援金）12万5千円 

〇運営に係る経費負担を軽減するため、物価高騰対策として、電気代の一部を補助します。 

〇対象：市内の市指定障害福祉施設等９カ所（障がい者相談支援センター等） 

〇財源：国庫支出金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） 

                                  （地域福祉課） 

令和６年度一般会計補正予算（第８号）の概要 

（令和７年 第１回臨時会） 

記 者 会 見 資 料 

令和７年１月 2 4 日 

経 営 戦 略 部  財 政 課 
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◆Ｐ10～11 その他老人福祉費（介護施設等物価高騰対策支援金）    925万2千円 

〇運営に係る経費負担を軽減するため、物価高騰対策として、電気代等の一部を補助します。 

〇対象：市内の市指定高齢者施設等57カ所（介護保険施設等） 

〇財源：国庫支出金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） 

                               （介護・高齢者支援課） 

 

◆Ｐ10～11 住民税非課税世帯等物価高騰対策給付事業費     4億6,387万6千円 

  〇令和６年度住民税非課税世帯（12,695世帯）を対象に、１世帯当たり３万円の給付金を支

給するとともに、こども加算の対象世帯（1,384世帯）に、児童１人当たり２万円を加算

して支給します。 

  〇財源：国庫支出金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） 

                                   （福祉保護課） 

 

◆Ｐ12～13 子ども・子育て支援事業費（保育所等物価高騰対策支援金）297万7千円 

〇運営に係る経費負担を軽減するため、物価高騰対策として、電気代の一部を補助します。 

〇対象：市内の私立保育所等24カ所 

〇財源：国庫支出金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金）、県支出金 

                                     （子ども課） 

 

 

４款 衛生費 

◆Ｐ12～13 出産・子育て応援給付事業費              227万7千円 

〇妊婦のための支援給付のためのシステム構築・改修費として、電算システム開発等委託を

増額します。 

〇財源：国庫支出金                         （子育て支援課） 

 

 

６款 農林水産業費 

◆Ｐ12～15 その他畜産業費                    6,760万円 

  〇畜産飼料の価格高騰を受ける経営体に対し、負担増加額（R３年比、37.0％増）の一部を

補助します。また、「糸島うまれ、糸島そだち」牛肉の地産地消・市内消費体制を構築す

るため、市内繁殖農家で生まれた仔牛を、市内肥育農家が導入する場合に、１頭当たり５

万円の補助を行います。 

  〇財源：国庫支出金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） 

                                     （農業振興課） 
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【歳入】                   

１５款 国庫支出金 

◆Ｐ8～9 国庫補助金                    5億4,503万7千円 

〇国の令和６年度補正予算（第１号）の成立に伴う物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金、出産・子育て応援給付事業を増額します。        （財政課、子育て支援課） 

 

 

１６款 県支出金 

◆Ｐ8～9 県補助金                        148万8千円 

〇保育所等物価高騰対策事業を増額します。                （子ども課） 

 

 

１９款 繰入金 

◆Ｐ8～9 基金繰入金                         100万円 

〇財源調整のため、財政調整基金繰入金を増額します。           （財政課） 

 

 

  

■第２表 繰越明許費補正    Ｐ４                   

追加 ２件  



 

 

 

 

 

 

 

市職員が業務において直面する「カスタマーハラスメント」（以下、カスハラ）への対応能力を高める

ため、以下の通り研修を開催します。本研修では、カスハラに対する適切な対処方法や予防策を学び、

職員がよりよい市民サービスを提供するための知識と技能を習得します。 

研修の目的 

カスタマーハラスメントに対応するため、職員としてどのように対処すべきか、またカスハラを未然

に防ぐ方法について学びます。本研修では、以下の点を目指します。 

●「カスハラ」に対する職員の精神的ストレス・恐怖心を取り除く 

●安定した精神状態で、より良い市民サービスの提供 

●心身ともに安心して働くことができる職場環境づくり 

日時・会場 

令和７年１月２７日（月） 市民ホール 

【午前の部】 ９時３０分～１１時４０分  

【午後の部】 １４時００分～１６時１０分 

研修の内容 

テーマ：「カスタマーハラスメント対応の秘策」 

実際の事例をもとに、以下の内容について研修を行います。 

●カスハラを未然に防ぐには 

●カスハラに遭った時には 

講師 

有田
あ り た

麻紀
ま き

氏 マナーコンサルタント 

（AM＆BMコーポレーション株式会社 代表） 

「カスハラ対策」や「クレーム対応」に関する豊富な研修実績を有し、これまでに官民問わず、以下

の機関で講師を務めた実績があります。 

・九州経済産業局・福岡高等裁判所・福岡地方裁判所・九州大学病院 

・福岡中小企業経営者協会など 

参加者 

正規職員、会計年度職員及び窓口委託職員 

定例記者会見資料 

令和７年１月 24日 

市税等収納向上対策推進本部 

カスタマーハラスメント職員研修を開催 

【問い合わせ先】 

糸島市市税等収納向上対策推進本部 

電話番号：092-323-1111 

市民部：野口（内線:1500） 

人権・男女共同参画推進課：稲田（内線:1450） 

収税課：岩田（内線:1570） 


